
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路や公園等の公共施設の配置や用途地域の指定状況等を勘案したまちづくりを

進めるため、本地区を 7 地区に区分してまちづくりの方針を定めています。 

地区名 計画内容 用途 
建蔽率
（％） 

容積率
（％） 

Ａ地区 
本地区は、良好な住環境の形成を図るため、戸建て住宅を中心

とする閑静な住宅地区とします。 

1 種 

低層 
60 100 

Ｂ－１地区 
本地区は、幹線道路に囲まれた生活利便性の高い地区であること

から、中高層住宅地区とします。 

1 種 

中高 
60 150 

Ｂ－２地区 本地区は、既存の教育施設を考慮した、教育施設地区とします。 
1 種 

中高 
60 150 

Ｃ地区 
本地区は、補助幹線道路沿いという交通利便性の高さを活かし

た、沿道サービス業務地区とします。 

1 種 

住居 
60 200 

Ｄ地区 
本地区は、主要幹線道路沿いという利点を活かした広域沿道サー

ビス業務地区とします。 

 準 

住居 
60 200 

Ｅ地区 本地区は、商業の中心となるよう整備を図る、商業地区とします。 
近隣 

商業 
80 200 

Ｆ地区 
本地区は、環境悪化のおそれのない工業を中心とした土地利用を

図りながら、既存の住宅を考慮した住宅・工業併用地区とします。 

 準 

工業 
60 200 

-３-                                                   -４- 

ま ち づ く り の 方 針 

■日進竹の山南部地区区分 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


